
 

居宅介護支援事業所重要事項説明書 

 

 

                       （令和６年４月１日 現在） 

 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 電話 ０４２－３８９－６８７８ 〈月～土曜日  ９：００～１８：００〉  

 

２．居宅介護支援事業所の概要 

    （１）居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名   和光園居宅介護支援事業所 

 所在地   東京都多摩市和田１５３２番地 

 事業所の指定番号   居宅介護支援事業      （東京都  第  1375000054 号） 

 サービスを提供す  

る実施地域 ＊ 
  通常の事業の実施地域は多摩市内とする 

              ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

    （２）事業所の職員体制 

          管理者 １名 介護支援専門員３名 

          事務員 １名 

  （３）営業時間 

     月～土曜日 午前９時から午後６時まで。 

     （日曜・１２月２９日～１月３日は休業）  

     ＊ただし、急を要するご相談は年中無休２４時間受け付けています。 

            相談電話   ０４２（３８９）６８７８ 

  

３．居宅介護支援の内容 

（１）居宅サービス計画の作成 

（２）居宅サービス事業者、医療機関等との連絡調整 

（３）サービス実施状況の評価 

（４）利用者状態の把握 

（５）給付管理 

（６）要介護認定申請に係る協力、援助 

（７）相談業務 

 

４．居宅サービス計画について 

（１）利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面談して情報を収集し、解決すべき課題

を把握します。 

（２）指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用

者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定

の指定居宅サービス事業所等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 

（３）当該地域における指定居宅介護サービス事業者等に関するサービス内容の説明及び

当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能である旨の説明を行

います。 



 

（４）利用料等の情報を適正に利用者及び家族に提供し、利用者に複数の事業所の紹介を

求めることが可能である旨の説明を行い、サービスの選択を求めます。 

（５）居宅介護支援の提供の開始にあたり、利用者等に対して、入院時に担当介護支援専

門員の氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼します。 

（６）利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て意見

を求めた主治医等に対してケアプランを交付します。 

   訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリ

ング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状況等について、介護支援専

門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師な必要な情報伝達を行います。 

（７）提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供するうえでの留意点を

盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

（８）居宅サービス計画の原案に位置づけた居宅介護支援等について、保険給付の対象と

なるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料について利用者及び家族に

説明し、利用者から文書による同意を受けます。 

（９）介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員との密な連携を促進するため、特

定相談支援専門員との連携に努めます。 

（１０）通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護（生活援助中心型）を位置づけ

る場合には、市町村にケアプランを届け出て地域ケア会議の開催等により、届け出

したケアプランの適正検証を行います。 

（１１）当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸  

与の各サービスの利用割合は別紙の通りです。 

（１２）その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 

 

５．利用料金 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありま

せん。 

・居宅介護支援料は介護サービスの提供開始以降１ヶ月あたり 

（居宅介護支援利用料） 要介護１ 要介護２       ￥１２，０７６ 

            要介護３ 要介護４ 要介護５  ￥１５，６９０ 

なお法定料金として次の加算がございます。初回加算として ￥３，３３６、退院

・退所加算としてカンファレンス参加が無く連携が１回の場合は￥５，００４、連

携が２回以上の場合は￥６，６７２、カンファレンスの参加が有り連携が１回の場

合は￥６，６７２、２回の場合は￥８，３４０、３回の場合は￥１０，００８とな

り、入院時情報連携加算としては入院当日の情報提供において￥２，７８０、３日

以内の場合は￥２，２２４、ターミナルケア加算として￥４，４４８、通院時情報

連携加算として￥５５６、緊急時等居宅カンファレンス加算として￥２，２２４を

必要時に算定させて頂きます。又、特定事業所加算として（加算Ⅰ）￥５，７７１

（加算Ⅱ）￥４，６８１、（加算Ⅲ）￥３，５９１、（加算Ａ）￥１，２６７のい

ずれかをご利用料金として頂きます。 

  

 

（２）交通費 

前記２の（１）のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の   



 

方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。 

（３）解約料 

    お客様はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。 

 

６．サービス内容に関する苦情 

 （１）当事業所の相談・苦情窓口 

当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基いて   

提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専    

門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希    

望される方はお申し出ください。 

 

苦情対応責任者    正島 京子 

 

（２）その他の窓口 

    当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。 

 

 

  ○多摩市役所  介護保険課   

０４２－３３８－６９０１ 

 ○東京都国民健康保険団体連合会 

  苦情相談窓口専用 

          ０３－６２３８－０１７７ 

 

７．虐待防止 

  高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成される 

  よう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。 

（１） 虐待防止委員会の開催 

（２） 高齢者虐待防止のための指針の整備 

（３） 虐待防止研修の実施 

 

８．業務継続に向けた取り組み 

  感染症や自然災害が発生した場合であっても、居宅介護支援の提供が継続できるよ   

  う、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修等を実施します。 

９．感染症の予防及び蔓延防止のための措置 

  感染症の発生及び蔓延を防止できるよう、下記の措置を講じます。 

（１） 感染対策委員会の開催 

（２） 感染症及び蔓延防止のための指針の整備 

（３） 感染症及び蔓延防止のための研修等の実施 

 

 

 

 

 

 



 

 

１０．当法人の概要 

  法人種別・名称  社会福祉法人 大和会 

  代表者氏名        理事長  湖山 泰成 

  所在地・電話   東京都多摩市和田１５４７番地 

           ０４２－３７６－３５５５ 

 

  施設・拠点等  特別養護老人ホーム   ２カ所  

               ケアハウス    １カ所  

                    短期入所生活介護事業   ２カ所 

 通所介護事業    １カ所 

     認知症対応型通所介護事業所     １カ所 

訪問介護事業    １カ所 

居宅介護支援事業   １カ所 

 高齢者ディサービスセンター  １カ所 

 多摩市西部地域包括支援センター １カ所 

診療所     １カ所                                       

保育園     １カ所 

多摩市第二小学校学童クラブ     １カ所 

シルバーピア            １カ所 



 

（付属別紙） 

 

要介護および要支援認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に

関する重要事項説明書 

 

 利用者が要介護および要支援認定（以下、「要介護認定等」といいます）申請後、認

定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サー

ビスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行

う際の説明を行います。 

 

１．提供する居宅介護支援について 

・ 利用者が要介護認定等までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、

この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居

宅サービス提供のための支援を行います。 

・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果

を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画

の作成に努めます。 

・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、    

適切な見直しを行います。 

    

２．要介護認定後の契約の継続について 

・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。

このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申入れがあっ

た場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。 

・ また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この    

付属別紙に定める内容については終了することとなります。 

 

３．要介護認定などの結果、自立（非該当）となった場合の利用料について 

  要介護認定の結果、自立（非該当）となった場合は、利用料をいただきません。 

 

４．注意事項 

  要介護認定等の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があり

ます。 

 

（１） 要介護認定の結果、自立（非該当）となった場合には、認定前には、認定前に

提供された居宅介護サービスに関する利用料は、原則的に利用者にご負担いた

だくこととなります。 

（２） 要介護認定等の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支   

給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性が

あります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者

においてご負担いただくことになります。 

 



 

令和   年   月   日 

 

 

 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面にもとづいて重

要な事項を説明しました。 

 

 

           事業者  所在地  多摩市和田1532番地 

                         名 称  社会福祉法人 大和会 

                      和光園居宅介護支援事業所    印 

                説明者           印 

 

 

 

 

私は、本書面により事業者から居宅介護支援についての重要な事項の説明

を受けました。 

                 

 

             利用者 

                住 所 

                氏 名                     印 

                        （代理人） 

                住 所 

                                氏 名            印 

    



 

 居宅介護支援解約届  

 

私は、和光園居宅介護支援事業所と締結した「居宅介護支援利用

契約書」を解約したく、規定の従って届け出します。 

 

 

 

 

 

 年   月   日 

   利用者     氏名              印 

           住所 

 

  代理人      氏名              印 

           住所 

 

 

＊この届出は、解約を希望される時にご使用ください。 

                                   


